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日本の援助プロジェクトにおける環境アセスメント

―国際比較に基づく日本の特徴の検討―

森 晶 寿†

1.本 稿 の課 題

日本の国際 開発援助 では,図1に 見られるよ

うに,経 済インフラ整備 へ の資金援 助を重点 的

に行ってきた.こ れは経 済インフラの重 点的な

整 備 が 日本 自身 の経 済発 展過 程 において有

効であったとの認識があること,また途上国から

の円借款に対する援助要請も経済インフラが多

いことが背景 となっている(例 えば渡 辺 ・草 野,

1991;小 浜,1992).し かし経済インフラの整備

への重点 的な資金 援助 は,深 刻 な環 境破壊 や

大規模な強制的住 民移住 を起こしやすく,現 実

に1980年 代後半以降,目 本の援助プロジェク

トは特 にこの点で批判 されてきた(例 えば鷲 見,

1989;西 川,1990;村 井,1992).

開発プロジェクトと環 境保全 や地域 社会 の要

求 が対 立する場合,プ ロジェクトの計画や 実施

に際しては環境 への十 分な配慮 が必 要不可欠

である.環 境 アセスメントは,こ うした場合 の環

境配慮の 中核に位置 づけられる.そ れは,適 切

に実施されれば,開 発 による様 々な環境影響を

事前 に予測 ・評価 して環境 汚染 を未然 に防止

して積 極 的 によい環壕 を創 出す ること,そ して

計画や 事業 の実施 の判 断材 料 を提 供してプロ

ジェクトに対する社会 的合 意を形成 することに

貢 献しうる.

ところが1980年 代前半までは,援 助供 与国で

は,全 体としては,対 外援 助プロジェクトに対し

て十 分な環 境アセスメントが実施 され ていたと

は言い難い状 況 であった.こ の時期 にはアメリ

カでしか法律で義務 づけられ ておらず,明 示的

に義 務づ けていたのも,カ ナダ,フ ランス,オ ラ

ンダだけであった1).

もっとも明示 的に規定されていないからといっ

て,全 くアセスメントが実施 されていなかったわ

けではない.影 響 緩和 措 置を検 討 す るための

内部資料として活用するために,単 一 の事業案

についての環境影響評価 は行 ってはいた.し か

し手続きの透 明性 の向上や社 会的な合 意形成

に基 づいたプロジェクトの実施 といった,環 境ア

セスメントに期待されている積 極的な役 割を取り

入れ たものではなかった.そ こで環境 アセスメン

ト手続 きを明示的に導入 していない援助機 関で

は,住 民参加や代 替案の比較検討 に基づいた

環境 アセスメントを実施 しておらず,実 質的 には

最低 限の環境汚染 を未 然 に防止す るための影

響 予測 と悪影 響 の緩 和措置 しか行 われ なかっ

た(Kennedy,1988,1989).特 に 日本の援 助の

場 合 には,社 会 環境も含 めた広範な環境 への

影響 を評価 するものではなく,またアドホックな

ベ ースでの実施 であったために ,環 境 に悪 影

響 を及 ぼしうるプロジェクトす べてに対して実施

され ていたわけで はなかった(鈴 木,1985).こ

のため,環 境 アセスメントが代 替案 の選 択や デ

ザインの変更に貢献することは稀であった2).

1980年 代後 半になると,Kennedyの 調査報

告やEC理 事 会の環境アセスメントに関する理

事会命 令の影 響を受けて,OECD理 事会では
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環境アセスメント実施 に関する一連の勧 告 を行

ってきた3).各 国の援助機 関・国際援助機 関で

はこの勧告を受け入れ て,環 境配慮を行 うため

の体制を構 築してきている(表1).

にもかかわらず,十 分に環境や社会 に及 ぼす

負の影 響を考慮 していないとの批判も絶 えるこ

とはない.そ れは,援 助 プロジェクトは供 与国政

府(機 関〉・受取 国政 府 という国際 的な枠組 み

の中で実施され るため,主 権 の問題や 途上 国

国 内での法規制制度 の整備 の問題 が絡 み,一

国内で実施 されるものとは異 なる独 自の複 雑さ

を抱 えているためである.し かし,こ の点 と同様

に重 要なのは,す べての援助機 関で同じ手 続

きや実施体制が整 備されたわけではないことで

ある.こ のため,た とえ同じような手続 きが明示

的に導入 されたとしても,具 体 的な制度 の内容

や 運用,そ して実 効的 な運 用を可能 にする担

保措 置次第では開発 事業を正 当化 するための

手段 ともなりうる.そ こで,援 助機 関がどのような

手続きや運用 にかかわる制度を整備 したのかを

国際比較し,そ の上でそのような制度 の整備 を

可能 にした当該援助供 与国のインセンティヴ構

造を明らかにする必要がある.

そこで本 稿 では,現 在 の 日本 の援 助機 関の

環境アセスメントの手続き及 びその担 保措置 が

他 国の国際援助機 関と比較してどのような限界

を持っのかを,科 学性 と民主性の視 点から検討

する.そ してなぜ限界 をあるのかをインセンティ

ヴ構造から検討する.

1.対 外援助に対する

環境アセスメント手続きの比較

2.1日 本の援助機関の

環境アセスメント手続き

図2は,円 借款プロジェクトにおける環境アセ

スメントの概要をフローチャートで示したもので

ある4).円借款 の供与機 関であるOECFは,あ ら

かじめガイドラインを途 上 国 に配布 し,途 上 国

に円借款 の要請時 に環境面 でのチェックを行 う

ことを告知 しておく.途 上 国政府 は 日本 に援 助

申請をする際にはこのガイドラインを満たさねば

ならない.特 に対象 事 業が潜在 的 に重大な環

境影響をもたらしうる分野のプロジェクト(A種 プ

ロジェクト)に該 当する場合には,途 上国政府の

責任で環境アセスメントをプロジェクトの準備 段

階 に実施しなけれ ばならない.ア セスメントは途

上 国政府 自身で行 うかあるいはコンサルタント

に委託 して行わせるが,要 請すれ ばJICAの 技

術援助を受 けることができる.

借 入 国 内で所 定 の手続 きを終 了した環 境ア

セスメント報告 書 は,プ ロジェクトの要請 時 にフ

ィージビリティスタディ(F/S)とともにOECFに 提

出され,OECFガ イドラインのチェックリストに従

って書類 上の審 査を受 ける.こ の段 階の審査 を

クリアした案件 に対しては,3週 間の評価ミッショ

ンが派遣 される.評 価 ミッションは主として経済

的な視点か ら総 合 的 に案件 を評価 す るが,環

境 審査チームもこのミッションに同行 して地元住

民との意見交換 を含 めた現地 調査を行う.この

調 査 に基づいて,不 十分 な点 にっい ては改善

要求 が出され,途 上 国側 が応 諾 すると交換 公

文が締結される.そ してプロジェクト終 了後 に評

価グル ープが環境 面を含めたプロジェクト全 体

の評価を行 う.

このようにOECFで は,実 質 的には途上国側

が既 に実施 した環境アセスメントや緩 和措置を

チェックすることしか 行っていない.し かも具 体

的 にどのような環境 アセスメントを行 えば審査を

通るのか についての詳 細なガイドラインを途 上

国に配布 しているわけではない.そ こで実際 に

は途上 国の要請を受 けてJICAが 開発 調査を

行い,そ の結果に基づいてOECFに 借款案件

を持ち込むのが最もオーソドックスな方法 とされ

ている(鈴 木,1985).し たがって,具 体的な手

続きについては,JICAの ガイドラインを検討す

る必要がある.

JICAの ガイドラインでは,図3に 示されている
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ように,開 発 調査に対する途上国側の要請を受

けるとまず 国内でガイドラインに従 って事業 の予

備 的スクリーニングを行う。そして深刻 な影響 が

見込まれる場合 には,調 査範 囲に関するドラフ

トを作 成 して現地調 査を行い,予 備 的スクリー

ニングの結果が適切であったかどうかを確認 す

る.そ して深刻な影響があるとされたプロジェク

トに対 しては,ス コーピングを行って調査 の範 囲

や項 目を確 定し,そ れに基 づいて初 期環境 評

価(lnitialEnvironmentalExamination)を 実施

する.こ の結果詳細な環境調 査が必要とされた

場合 に は,環 境アセスメント実施 のためのスコ

ーピングを行い5),影 響 緩和措置 とモニタリング

プログラムを考慮 に入 れて,最 終的な環 境アセ

スメント報 告書 を作成する.途 上 国はこの報告

書を受け取った後,プ ロジェクトがA種 に該 当

する場合 には,F/Sの 結果とともにOECFに 提

出し,書 類上及 び評価ミッションによる審 査を受

ける,

2.2ア メリカ援 助 庁(USAID)及 び 世 界 銀 行 の

環境アセスメント手続きとの比較

このような 日本の援助機 関の環境アセスメント

手続きは,ど のような特徴 と限界を持っているの

であろうか.こ のことを明らかにするために,ア メ

リカ援 助 庁及び世 界銀 行の環 境アセスメントの

手続きと比較検討する.この2つ の援助機 関を

比較 の対象 とするのは,ア メリカ援助 庁の環境

アセスメント手続きは,最 も整備 されているアメリ

カの 国家環境 政策 法(NEPA)で 定 められた環

境アセスメントの手続きを反 映しているためであ

り,また世界銀行の手続きは,経 済インフラへの

資金 援助 の割合 が多いこと等から日本 の援 助

機 関が環 境アセスメントの手続 きを導入する際

の1つ のモデルとなったと考えられるからであ

る.

原 科,1994で は,環 境アセスメントを環境 に

配慮した社 会的な意思決 定のプロセスであると

規定した上で,そ の役割を果 たすための重要な

原則 は,科 学性 と民主性 であると指摘 している.

科 学性 とは再現 性 のあることであり,複 数 の代

替案 の中から最適なものをシステマティックに選

択す ることにより問題 解決 のための合理 的な判

断を助けることを意 味す る.し かし環境 の事象

では 多くの不確 実な要 素 を含 む ので,分 析 の

プロセスでは必ずしも全てが客観 的に行 われる

わけではない。そこで地域 の住 民をはじめとす

る様 々な関連 主体 の意 向が全体 のプロセスに

反 映されることが必 要になるが,人 々の価値 判

断が民主的な形で判 断 に反 映されるためには

民主性 が不可欠の要素となるとしている6).

そこで3つ の援助機 関 の環境 アセスメント手

続 きを,科 学性と民主性 から検討する.

2.2.1環 境アセスメントの科学性の国際比較

表2か ら,日 本 の援助機 関の環境アセスメント

ではアメリカ援助庁 のものと比較して,次 の3つ

の点 において科 学性が十 分 には確保 される手

続 きとはなっていない.第1点 は,代 替案 の作

成 と比較検討 を具 体的 にどのように実施するか

を明確 にしておらず,複 数 の代 替案の中から状

況 にあった最 適なものを選択 する制度にはなっ

ていないことである.ア メリカ援助 庁では 「何もし

ない(noaction)」 を含 む代 替案 の作 成とそ の

比較検討,そ して代 替案 の比 較分析 の根拠 と

なった基 礎を提示 することが義務 づけられてい

る.NEPAで は代替案 の検討 は環 境影響評価

の本質 的な部分 として位 置づ けられているが,

対 外援助 プロジェクトについ てもこの考え方 は

貫かれていると云 えよう.
一 方 目本 の援助 機 関の手 続きにおいては

,

代 替案 の検 討 は義務 づけられているが,具 体

的 にどの段 階で実 施 しているかにつ いては 定

かでない.JICAの 開発調 査ガイドラインから推

測す れ ば,予 備 的スクリーニングの完 了前 とい

うことになる.し かし,もしこの段階でしか代替案

の検 討 が行 われていないのであれ ば,事 業案

を1っ に絞ってから環境 への影響を調査検討
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す ることになるため,例 えば影 響を受 ける人 々

の意 見を反映 した抜本 的な代替案 は比較検討

されることはないであろう.

また世界銀 行では,代 替案 の作成 とその検討

は義務 とされているが,「何もしない」という代替

案 を含 む代 替案 の作成 ・比較検 討 は義 務づけ

られておらず,ま た分析根拠の提 示要件もない.

この結 果,世 界 銀行も日本 の援 助機 関も環境

に重大な影 響を及 ぼす プロジェクトを排 除 でき

るものではなく,実 質的には影響緩 和措置 に重

点が置 かれていると批判 されている(Haeuber,

1992;鷲 見,1996).

第2点 は,環 境 アセスメントの実施 が実質的

に事業者 責任 となっていることである.日 本 と世

界銀行 の援助 プロジェクトでは,途 上 国政府か

らの援助 要請 があってはじめて案件 となるが,

環境アセスメントの実施責任 はプロジェクトの推

進者である途上国政府 にある.そ して 日本 の援

助機関は,ア セスメントプロセスの中ではその適

切 さの判 断は行わず,途 上 国の責任で実 施さ

れた環境アセスメント結果をいわば許認 可機 関

としてチェックす るだけである.し かも,援 助機

関が資格を持った環境 アセスメントの専 門家を

スタッフとして常 時抱 え,独 自の視点 から環 境

アセスメントを実施 し環 境面 に関す る独 自の評

価を行っているわけでもない7).このため,環 境

面での最低限の基 準さえ満 たされれば,プ ロジ

ェクトの実施決定 は主として収 益性 の視 点から

判断されることになる.

アメリカ援 助庁でも,地 域事務所 のスタッフが

行うことになっているため事 業者 責任 と云えな

いことはない。しかし対照 的なのは,地 域事 務

所 の環境専 門官が,地 域 事務所 の開発 チーム

が実施した初期 環境評価や環境 アセスメントの

ためのスコーピングの結果 の適切 さを,専 門 的

な立場から再検討する権 限を付 与され ているこ

とである.こ のことにより,アメリカ国内で開発 事

業を実施す るのと同じ程度 に環境アセスメント

の客観 性 は確保 され ていると云える.さ らに環

境 専門 官が早期 の段 階で適 切さを再検討する

ことから,援 助 庁本部 からの審 査ミッションの派

遣 以前 に,環 境評 価や環 境配 慮の適切さをチ

ェックすることを可能にしている8).

第3点 は,影 響評価を行う対象となる環境の

範 囲が狭 いことである.ま ず プロジェクト対象 地

域 への累積 的あるいは副 次的な環境への影響

の検 討 にっいては,特 に経 済インフラの整備や

地域 総合 開発 では,プ ロジェクトが大規模化 し

やす いこと,整 備後 に農 業や 工業 開発 が推 進

されることから,地 域 住 民が累積的 に環境被 害

を受け,あ るいは少ない補償で強制的に移住さ

せられる事態 を起こしやすいため,十 分 注意 深

い検 討が必要 とされる.し か し日本 の援助機 関

の環境 アセスメントでは,日 本の援助プロジェク

トの多くを経済インフラの整備 や地域総合 開発

が 占めているにもかかわらず,明 示 的に規定さ

れていない.他 方アメリカ援 助庁 では,影 響 の

予測と評価 を行 い,地 域事務所,受 入国政府,

関係諸 団体 に縦覧 することが明示的 に義務 づ

けられ ている.ま た世 界銀行 でも,プ ロジェクト

が誘 発 する副次 的 ・間接 的 な社 会的影 響,特

に 自発 的入植者 を考慮した緩和措 置の策定や

対象 地域 の既存 の制度 の強化 を行うことを自ら

提言している9)(WorldBank,1991).

また社 会環 境のアセスメントや住 民移住 に関

しても,日 本 の援助 機 関では政 策を具 体的 か

つ明示 的 に示 したガイドラインすら持 ってお ら

ず,配 慮 す べきという漠 然 とした規定を設 けて

いるのみである.これ はOECDの 閣僚会議で立

ち退 き及 び再 定住 に関するガイドラインが発 表

されたにもかかわらず である.し かも配慮を行う

責任 があるのは途 上 国の政府 とされている.こ

のために,日 本 の援助機 関は社会環境 に関し

て厳 密な審 査 を行 えず,仮 に複数 の代替案 が

提示 され て費用 便益分析 を用いた比較が行 わ

れたとしても,社 会 的な費用や便益 は正 当には

評価されないであろう.
一方世 界銀行 では

,非 自発的移住 や先 住民
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に関する業務指 令を導 入 し,社 会 環境 に対 し

て最低 限の配慮は行うように努 めてはきている.

ただし,そ のアプローチは開発プロセスの中に

先住 民を組 み込 むというものであり,しかも現在

までの実際 の融 資ではこれ らの業務政 策 は遵

守され てこなかったと批判 されている(例 えば,

鷲見,1994).

2.2.2環 境アセスメントの 民主性 の国際比較

環 境アセスメントにおいて民主性 が保 障され

るためには,プ ロジェクトに関係す る各主体がま

ず参加 を保 障され,そ して分 析 情報や 各 主体

間 の意 向の相互 交流 が行われ ることが手続 き

の中で保障 されていることが必要 不可欠である

(原科,1994).こ のことに照らし合わせると,3っ

の援助機 関とも民主的 な手続 きが十分 に確 保

され ているとは云えない.と いうのも,例 えば途

上国の住 民に対するアセスメントの分析情報 の

公 開については,途 上国政府 の努力 義務ない

し責任となっているからである。

しかし参加手続きの保障 に関しては援助機 関

によって異なる.ア メリカ援助 庁ではスコーピン

グ段 階とドラフトの作成直後の少 なくとも2回 正

式な参加 の手続きが設けられ,途 上 国の民 間

機 関の代表も意 見陳述 できる.ま た地域事務所

の環境専 門官は,ア メリカの非政府組織 にプロ

ジェクトや 環境 に関連す る情 報 を公 開 し,そ こ

から意 見を聴 取してスクリーニングやスコーピン

グの適切さの判断をしているため,間 接 的では

あるものの,予 備 的スクリーニングの決 定段 階

から住民 の意見を意 思決定 に反 映させていると

云わ れている.こ のことか ら,影 響評 価 の対 象

の決 定や 代替案 の比 較検 討 に関しては,運 用

面で途上国の関係主体の社会 的合意 の形成 を

促進 していると云 える(Chew,1988).ま たスクリ

ーニングにおける免除カテゴリーや除外項 目の

新設 や撤廃 についても,必 ずその前にアメリカ

国内で一般 の国民の意 見を聴取 することが規

定されている.こ のため,援 助 庁が恣意的 に免

除カテゴリーを変 更し,あ るいは環 境 に影響 の

あるプ ロジェクトを免 除カテゴリー に区分 するこ

とを困難 にしている!o).さらに情報公 開について

も,関 心のある個人 は環境アセスメントに関する

情報 や進行状 況報告を入手 することができ,ま

たそれを実質 的 に保 障す るために文 書管理 が

義務 づけられている.こ のため民主性 を保 障す

るための手続きは,国 内で適 用されるものほど

でないにせ よ,一 定程度 は確 保され ていると云

えよう.

世界 銀行では,ア セスメントプロセスへの参加

については,影 響 を受 けるコミュニティや 非 政

府 組織 のプロセスへ の参加 が明確 に義 務づ け

られ た.こ の結果,ス コー ピング決定 の際とドラ

フト作成直後 の少なくとも2回 意 見陳述を行う

機 会 が設 けられた.し かしこのことは,多 くの途

上国で環境アセスメント手続 きに住民 参加の機

会 が保 障されていないにもかかわらず,途 上国

政府 の責任 とされている.途 上 国 政府 が世 界

銀 行支援 のプロジェクトのみに参加 の機 会を保

障するとは考えにくいことから,実 効性 を担保 す

る措置 が有効 に機能 しない限り,効 果は小さい

ものと推察 される.ま た予備 的スクリーニングの

決 定 の際には意 見陳述ができず,免 除カテゴリ

ーや除外項 目の新設や撤廃 は世界銀行 のスタ

ッフのみで決 定されるため,意 見 陳述を行 う機

会はない.

また情 報公 開については,プ ロジェクト概要 と

環境 アセスメントのドラフトは,影 響 を受 ける住

民と非政府組織 に対 して,ア クセス可 能な場所

での公 表 が義務づ けられ ている.し かし,そ れ

以外 のプロジェクトや環境 に関連する情報や,

影響 を受けるとされなかった住民や 関心を持 つ

個人 に対しては,公 開用 に作成 された 「プロジ

ェ ク ト情 報 文 書 」(Projectlnformation

Document)が 公 開されるだけであり,そ の他 の

文書 は途上 国政府 との相談 の上で,し かもケー

スバイケースでしか公 開されない.こ のため,偏

りのない分析 情 報 の提 供 によって相 互の意 見
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交 流を確 保す るというシステムとはなっていな

い.

日本 の援助機 関 の環境 アセスメント手続 きで

は,ま ず影響を受 ける住民 に対して形式 的な参

加の機 会すら保 障され ていない.と いうのも,意

見 陳述ができるのは原 則 として途 上 国の関係

政府機 関に限定されているからである。ただし,

非 自発 的移住 を必要 とするプロジェクトにっい

ては,例 外的 に移住対 象住民 の意 見の聴 取が

義務 づけられている.し かし,そ れも環境保 全

目標 の作成 という影 響緩和 措置 の確 定の作業

において意 見が考慮されるというものであり,事

業案そのものに対 して直接 意 見を陳述できると

いうものでもなく,時 期もプロジェクトの早期では

ない.し かも環境保 全 目標 の策 定も途 上 国政

府の責任 とされ ている.こ のため,事 業 案の選

択や決 定には移住対 象住 民の意 見はほとんど

反映され ていないものと考 えられる.さ らに情報

公開 については,途 上国 国内の一般 の人々へ

の公 開が望ましいと規定 しているのみ であり,情

報公 開の手続 き,公 開すべき情報や 文書の種

類,文 書の管理 につ いての規 定やガイドライン

は一切 存在 しない.こ のため,目 本の援助機 関

の環境 アセスメントは民 主性を保 障す るシステ

ムとはなっていないのである.

2.3国 際比較からの含意

比較 の結果,日 本の援 助機 関の環境アセスメ

ントは,科 学性 と民主性の両方を十分に保 障す

る手続きとはなっていないことを明らかにした.

この相違 は,西 村,1977に よる環境 アセスメント

の分類 ―手続 法と規 制法 一から部分 的に説 明

することができる.手 続 法的な環境アセスメント

とは,は じめから市民 が参加 して予測 と評価 を

繰 り返 しながら計画案 の選 択と修 正を行ってい

くものである.他 方規制 法的な環 境アセスメント

とは,審 査機 関による許認 可を意 味し,最 低 限

の基 準は確保するものの,市 民 参加や 代替案

は必ずしも必要ではないとされる.

この観 点から援助機 関の環境 アセスメントシス

テムを検討 すると,アメリカ援助庁 のものは環境

アセスメントは援助 庁 の地域 事務所 で行 い,そ

の判断 の適切 さを環境 専門官 が関係 主体の意

見を聴 取 しながらチェックすることから,手 続 法

に近 いもの になっていると考 えられ る.他 方世

界銀 行 と日本 の援助 機 関のものは,見 かけ上

は手 続 法 であっても,環 境 アセスメントの実施

責任を途 上国政府 とし,援 助機 関の役 割が主と

して結 果を審査 することにあることから,本 質 的

には規 制法に該 当するものと考えられる.

しか し同じ規 制法的な世界 銀行と日本 の援助

機 関の環境 アセスメントの問でも,科 学性や 民

主性 を保 障する手続きや 程度 には相違 が見ら

れる.ま た 自らが設 定した規 制や政 策を遵 守さ

せるための担保 方策にも大きな相違 が見られる。

この点 について,次 節で検討する.

皿.環 境アセスメントの

実効性を担保する措置

日本の援助機 関と世界銀 行の環 境アセスメン

トでは,実 施責任 が途上 国政府 にあるため,仮

にアセスメントが適 切 に実施 されたとしても,ひ

とたび援 助 資金 が支 出されてしまえば,そ れ以

降の段 階では環境 面が適切 に考 慮されるかど

うかは途上国政府の姿勢如何 ということになる.

こうした状況 を前提 とすれ ば,環 境 アセスメント

が適 切に実施されその結果 が適切 に意 思決 定

に反 映されるのを確保す るためには,次 の3っ

の措置 のいずれかを講 じる必要がある.

(1)援 助供 与機 関側がアセスメントの実施 過

程や実施後の評価段階で多様な項 目に

対して厳しい審査を行い,か っプロジェ

クト実施中にも定期的に審査を行う

(2)援 助 契約 の際に環境 コンディショナリテ

ィをつ け,援 助機 関が途上 国に指定 した

環 境面での配慮 を行 わせる
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(3)決 定が不 適切であった場合 に途上 国住

民の側から不服審査を請求できる途を

開く

第1の 方策に関しては,OECFで も世界銀 行

でも途 上国政府が最 終環境影響 評価 報告書を

提 出した後 に,例 えば住 民との相 談がどのよう

な形 で行 われたのか を審 査 している11).しか し

現在 の審査体制では,フ ィールドでの審査期 間

が短く,環 境 面から審 査す るスタッフが少なく,

確認 する手 段も限 られる等の制約 があるため,

次のような状況 に直面 した場合 には,実 質的な

住 民参 加 の実 施 の審 査 は 困難 とされ ている

(WorldBank,1995).

① 途上 国政府 が女性 ・貧 困層 よりも,(必 ず

しも地 域の利害を代表 しているとは限らな

い)途 上 国の国レベルで活動する非政府

組 織との相 談や会 合を優 先するため,プ

ロジェクト地域 に住 む貧 困層 の意 見を十

分に組 み入れていない12)

②環境影響評価報告書に住民との相談過

程とその結果が十分に記載されていない

③途上国政府が住民と相談するという要件

ないし伝統を持たない

④ 現地 のプロジェクト発 掘 コンサルタントな

いし環境 コンサルタントが十 分な社会 科

学上の専 門的知見 を持たない

このため実質的 には,2番 目と3番 目の措置

が主 に講 じられてきている.そ こで以下ではこの

2つ の措置 の実効 性 について検 討 し,実 施 状

況の国際比較を行う.

3.1環 境コンディショナリティの国際比較

環境 アセスメントの途 上国側 での実 効性を担

保 する方策は,1983年 にアジア開発銀行 で導

入 され た環 境 融資約 款(EnvironmentalLoan

Covenants)が 最初である13).これはプロジェクト

の環境 面 への配慮を強化す るため に,環 境 ア

セスメントを補完 するものとして導入された.っ

まり,途 上 国が環境 面での条件 を満 たさない場

合には援助 契約 を発効 させないという一種 の罰

則規 定を法 的な契約 として締結 することにより,

途上 国側 に環境 配慮を責任 を持って行わせよ

うとするものである.

しかし導入 当初 は,実 効 性 はほとんどなかっ

た(環 境 国際 協力研 究会,1994).と いうのも,

約款 の要件が途 上国政府 が実施すべき行動 に

ついて具体的 に言及してお らず,十 分な測 定と

モニターを行 い得なか ったためである.そ こで

1988年 以降は途上 国政府 が遵守すべ き特定

の基 準,実 施す べき特定 の措 置,実 施時 期等

を明記し,評 価 やモニター を容易 にすることで,

実 際 に融 資停 止を行 わなくても実 効性 を持 た

せようとした14).

とは云えども,契 約違 反 に対 して実 際に融資

が停 止されなけれ ば,約 款 に実効性を持たせる

のは 困難である.そ こで アジア開発 銀 行 は,2

つの方向での担保 方策を変 更した.1っ はプロ

ジェクト実施 中 のモニタリングと事 後評価システ

ムの強化であり,フォローアッププログラム作成

の環境 アセスメントプロセスへ の統合 である.2

つ めの方 向は,融 資支 払 条 項(Conditionto

LoanDisbursement)の 導入 である.これは,通

常のプロジェクトの場合 には,契 約 した段 階 で

資金 の一部分を支 出するが,途 上国が環境 面

での条件を満 たさなけれ ばそれ以 降 の支 出を

停止 するというものである15).このことにより,ア

ジア開発銀行は途上国政府 にに環境保 全措 置

を実行 させる上での主導権 を獲 得した.し かし

この形 態での環境 コンディショナリティは,援 助

受入 国 の意 向を全 く無視 して一方的 に押 しっ

けれ ば,反 発 を受 けてその実効性を失 うであろ

う16).また援 助受入 国の環 境管理能力を無視 し

て融資支払条項を締結 しても,実 効性 は担保 さ

れない.そ こでその実効性を確保する補完的措

置として,無 償 の技術 援助資 金を増 額し,途 上

国政府での環境保全のための訓練や管 理の強

化を支援 することが必要となったのである17)。
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世界銀行 では,こ うしたアジア開発 銀 行の経

験 を踏 まえて,最 初 から途 上国 の環 境 管理 能

力を整備や強化を支援 することで環境 アセスメ

ントの実効性を確保 しようとしてきた.っ まり,特

定のプロジェクトに対 して具体的な環境保 護 の

ための措置や環境 面の制度強化 の実施 を融 資

合意書 に挿入 し,同 時 に途 上国政府 自身 によ

る国家環境行動計画(NEAPs)の 作 成と実施を

促進 してきたのである.NEAPsは 途上国 自身が

優先 的に改善されるべき環境 問題 を確 定し,優

先 的に実行されるべき行動計 画を決定 し,そ し

て行 動計画 を効 果的 に実 行できるための制度

を整備することで,途 上 国政府 が 自らの意 思で

環境 管理 能力を形 成できるようになることを 目

的としている.そ してこの作成を促進 するために,

世界銀行 はIDAの 無償援助 や技術援助 の供

与とパッケージ化 し,環 境 援助プロジェクトに対

する支援を行ってきた18).

NEAPs作 成 の環境保全 に対する効果 につい

ては,現 在 のところ否 定的なものが多い19).しか

しこうした多国 間開発 銀行 の担保 措 置導 入 の

努力と比較すると,日 本 の援助機 関では何も行

われてきていないに等しい.通 常のプロジェクト

の場合,確 かに融 資交渉 の中で審 査ミッション

で発 見 され た問題 点 にっいて話 し合いがもた

れ,契 約書 に解決すべきことも書き込 まれる.し

かし評価 基準 は,受 取国側 の一般的 な努力 を

期 待したものである(例 えば 「環境 基 準等 の行

政 上の 目標値 が存在する場合 には,そ の維持 ・

達成 に支 障がないよう措置 されること」)ため途

上国が遵 守する保 証 は全 くなく,ま た遵 守しな

かった場合でも何等 の対抗 措置も採ることがで

きない.そ してプロジェクト実施 中に問題 が発生

した場合 でも,途 上 国政府 が新 たに援 助 を申

請した場合 に限って追加 的に影 響緩 粕措置 が

実施されるにすぎない.し かも多くの場合,追 加

的な円借款 の供与という形 が取 られて,途 上国

政府の資金負担 の増大することから,必 ず 実施

されるというものでもない.

また途 上 国の環境 管理 能力 の強 化にっいて

は,環 境研 修センター等の設立とそこでの技術

移 転を中心に支援 してきている。しかしこうした

支援 措置も途 上 国の環境 管理能力 強化プログ

ラムに適 切 に組 み込まれて実施されているわけ

ではない20).また各 国別 の持続 可能 な発 展のた

めの援 助戦略 に関する研 究の蓄積の上に支援

されているわけでもない.こ のため,途 上国の環

境 管理 能力 を強化 することで環 境アセスメント

の実効 性を担保しようとする試み は,現 在 のとこ

ろうまく機能していないのである.

3.2途 上 国住民の側からの不服審査の途

一世界銀行の審査パネルー

世界銀 行は,1993年 に審査パネルを設立し,

途上 国 国 内の住 民 が世界 銀行 の業務 政策や

手続き上 の報疵 によって物 的損 害を受 けうる場

合に,途 上国政府 を経 由せず直接世界銀行 に

審査請 求を行 うことを可能 にした.1994年 から

の2年 間の実績は,計4件 の提訴 があり,うち1

件 が審査 の結 果事 業を中止 し,1件 は 申請 を

棄 却しているという状況である.

確 かにこの制度 は,原 告適 格や処 分性 の範

囲を限定している,環 境 アセスメントの内容や判

断に関す る提 訴 ができない,独 立性 が十分で

ない,パ ネル での判 定が世界銀 行の政策決 定

に反映 され ることが保 障され ていない等,ア メリ

カの 司法審 査制 度と比較 すると不 十分 な点が

多いと批判されている(鷲 見,1994).し かしこの

制度 の導入 は,途 上 国住民 からの訴訟を可 能

にしたことか ら,審 査請求 が起こることを回避 し

ようとして世界 銀行 の開 発 業務担 当者 に途 上

国政府 に環境 アセスメントを行わせ,そ の厳格

な審査 を行うインセンティヴを与 えたと見ること

もできる(Shihata,1994).っ まり,環 境アセスメ

ントが少なくとも規制 法としての役 割を果たす の

を実質的 に確保する大きな手がかりとなりうる.

しかしこうした審査請 求のための制度 は,日 本

の援 助機 関には存在 しない.し かも身体の危 険
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を犯 してまで行った 日本 の援 助機 関や 貝本大

使館 への直訴 さえ,門 前払い され ているという

のが現状であるという.

N.日 本の援助プロジェクトにおける環境

アセスメントの不備の制度的要 因

ではなぜ 日本 の援 助機 関では対外援 助プロ

ジェクトに対する環境アセスメントやその実効性

を担保する措置を,ア メリカ援助 庁や世界銀 行

ほどには整備 され ていない のであろうか 。この

要 因を検討する1つ の手がかりとなるのが,援

助機 関が環境 配慮 に対するインセンティヴを有

しているのか 否か を検 討 す ることである.図

4,5,6か ら3つ の援助機 関の「インセンティヴ構

造」を比較す ると,アメリカ援助 庁では 日本 の援

助機 関にはない2つ の特徴を持っていると云え

る.第1に,国 内での司法審査が対外援助 への

環境アセスメントの適用 を促してきたということで

ある.ア メリカで は,対 外援 助プロジェクトで環

境アセスメントが十分に行われていなかったこと

に対してアメリカ国 内で裁判 となったことが,環

境アセスメント導入 の契機 となった.こ れ を受け

て援助庁 は1975年 にNEPAの 対外援助 への

適用 に同意し,対 外 援助法 の改正という形 でア

セスメントを法律で義務 づけた21).そしてNEPA

で実施 されているものとほとんど同じ手続 きが

対外援助 にも適用 され た結果,環 境アセスメン

トはアメリカ援助 庁が実施 し,事 業 の実施主 体

となる途 上 国政 府や 関係機 関は,相 談を受 け

意 見を陳述するのみとなっている.

第2に,ア メリカの非政府組織や環境保護 団

体が,ア メリカ援 助庁の地域事務所 の環境 専門

官 やアメリカ議会 を通じて,援 助 プロジェクトを

チェックし,あ るいは途 上国 の住 民の意見 を間

接 的に反 映させ ることが容易 なことである.こ れ

は,ア メリカの情報公 開法の下でプロジェクト関

連情 報や環境 関連情 報の大部分 が公 開される

ために,分 析 情報 に基づいた意 見の陳述 が可

能になっているからである.こ のことを可能 にし

ているのは,プ ロジェクトの形成 や環境 アセスメ

ントが主としてアメリカ援 助庁 で実施され ている

ことであり,このために情報 の公 開 が途 上 国の

主権にはほとんど抵触せず に実施 できるためで

あると考えられ る.

この第2の 特徴 は,ア メリカ援助庁 ほど明確な

ものでない にせ よ,世 界 銀 行 のインセンティヴ

構 造 の中にも見られる.世 界 銀行ではプロジェ

クト関連情報 や環境 関連情 報 は途 上国の所有

物とされているため,途 上 国の住民や供 与国の

住民か らアクセスす ることはできない.し かし環

境 に影 響を及 ぼす プロジェクトにつ いては,こ

れらの情報を理事会 に提 出することが義務づけ

られている.そ こでアメリカの代 表理 事 がアメリ

カ議 会 を通 して,非 政府組 織 や環境 保護 団体

に情報 を提供 し,こ れ を受 けて非 政府 組織 や

環境保護団体が世界銀行 の活動を間接的 にで

はあるがチェックすることを可能 にしている.プ

ロジェクトから損 害 を受 ける途 上国 の住 民に審

査請求 の途を開いた審 査パネル の設置も,こ う

したチャネルの存在 があってはじめて可 能にな

ったのである.

しかし日本ではこのようなチャネルを通じて援

助機 関に実効 的な環境 アセスメントを行 わせる

インセンティヴを持たせることもなく,か つプロジ

ェクトにより影響 を受ける途 上 国の住 民の意 見

を反 映させることもほとんどできなかった.で は

なぜ 日本ではこうしたチャネル が有効 に機能 し

なかったのか.こ の点 にっいて,日 本 国内の要

因と途上国国内の要因から考察する.

4.1日 本 国 内 の 要 因

日本国 内の要因としては,第1に 日本の環境

政策 の形成 が公害 防止行政 として出発したこと

が挙げられる(秋 山・植 田,1994,寺 尾,1994).

公害 防止行 政の特徴 は,主 要 な環境政策 上の

意思 決定は審議会 で行 われ,そ の主要な構 成

員である官僚OBや 民間企業 の代表の利 害が
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一致する限りにおいて環壌 政策 が進められ たこ

とである.具 体的 には,行 政指導 的で規制を中

心とした政策 手段が採用され,民 間企業も規制

遵 守が利益 となる限 り技術 開発 や生産 工程 の

改善を行った.そ こで環境 アセスメントも事業 の

実施 を前提 とし,公 害が発 生 しないように事 前

にチェックする公害事前調査 と理解 されてきた。

このように規制法 として理解されていたために,

他 の開発 関係 法の許 認可権 と衝 突して通 産省

は反対 し,民 間企業からも反 対を受けて,日 本

の国 内では環境 アセスメントを法制 化できなか

った.現 在 に至 っても,多 くの援 助受 取国で法

制化 されているにもかかわらず,日 本では閣議

要綱 で全 国統 一 的な基 準を定 めて運 用 し,あ

るいは行政分 野ごとに個別法 や所轄官 庁の行

政指導の中で実施され ているにすぎない,

この結果,現 在 日本の国内で行われている環

境アセスメントの手続 きでは,科 学性 と民主 性

はほとんど保 障されていない.具 体 的には,第

1に 環 境アセスメントは実質 的には開発プ ロジ

ェクトを進 めるための許認可 権 限の一 部となっ

ている.つ まり,ア セスメント手続 きを終 え最 低

限の公 害項 目の防止 が可能 と評価 されれ ば,

許認 可が得られるというものになっている.こ の

結果,許 認 可を得るために精密な予測と明確な

基準 は必要 とされそのための技術 は 開発 され

ても,代 替案 や住民 参加 は必ずしも必要 とはさ

れなかった.第2に 専門的機 関としての環境庁

も地 域住 民もプロジェクトを早期 に検 討 し判 断

を行う手段を持てず,ま たアメリカの環境問題諮

問委員会(CEQ)に 対する申立 てのような制度

も設 置され ることもなかった.と いうのは,所 轄

官庁 が行政指 導の 中で個別 事業ごとに環境ア

セスメントの実 施やその適 切さの判 断を行った

からであり,プ ロジェクトに関する情 報や行政 と

企 業との間の交渉過 程 にお ける情 報を公 開し

なかったからである.第3に 司法的救済 におい

ても,ア メリカの司法審査のように行政 訴訟を通

じてアセスメントプロセスが充実するということは

なかった.日 本 の行 政訴 訟 では,抗 告訴 訟 に

おいて裁判 所が処分性 と原 告適格 の判 断を非

常 に厳 格 に行い,訴 えを棄却 してきたため,実

施 された環境 アセスメントの 内容 についても手

続き上の適 切さにっいてもほとんど審理が行わ

れてこなかったのである.

日本国 内の第2の 要因は,国 レベルでの情報

公 開法や 文書 管理 法 が制 定されていないこと

である22).1995年 版 のODA白 書 によれば,開

発途 上国側 に情報 の所有権 が帰 属する場合,

ないし情 報公 開 により援助 実施 予 定の土地 の

地価が高騰し混乱 を招 く恐れがある場合 には,

情報公 開は限定されるとしている.こ のことは,

日本 の援 助が立て前 として途 上国政府 の要 請

によって行われていることに鑑みると,援 助関連

の情 報はF/Sで あれ環境アセスメント報 告書で

あれ,日 本 の援 助 機 関が直 接コミットし作成 し

た文書以外 は全て途 上国の所 有物ということで

公開されないことになる.

さらに国政調 査権を用いた国会 審議 において

すら,文 書管 理の不徹底 や融資先 の企 業名 に

関する情報 が記載 されていることを理 由に,援

助 関連 の情報 はほとんど公 開されてこなかった

(土 井,1990).国 レベル での情報 公 開法 が存

在 しないために,文 書 の不存 在を調 査 する強

制 的な権限がなく,意 図的な文 書隠しに対 する

制 裁 が行 えず,他 の切 り離 し可能 な部 分 の公

開が明確 に義務 づけられ ていないからである.

また融 資契約 締結 前 の案件 にっいては,国 会

では予算 審議の際 に援 助の総額 について一括

承認 するのみで,個 別 案件 を委 員会や本 会議

で審 議する機会 は事実 上存在しない.こ のため

国会 による審査 でさえ極めて行 われ にくいシス

テムとなっている.

この結果 として,日 本の国民 は対外 援助 に対

する関心を失い,援 助機 関にプロジェクトに対

する実効 的な環 境アセスメントを行 わせ る等 の

インセンティヴを持 たせるチャネル を有効 に機

能させる機 会を持 てなかったものと推察される.
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4.2途 上国の国内の要因

一方途 上国の国内の要 因としては
,住 民から

の意 見が少なかったというよりむしろ,日 本 の援

助機 関がその意見を適切 に反映させるメカニズ

ムを用意してこなかったことが大きなものと考え

られる.第1に,日 本の援助機 関は要請 主義 に

固執 してきた.そ して,環 境アセスメントの実施

責任 を途 上国 の政府 とし,援 助 プロジェクトに

伴う環 境問題や社会 問題 は援助要請 の段 階ま

でに全 て途 上 国国 内で解 決 されているべきで

あり,また住 民への情 報公開や住 民のプロセス

への参 加も途上 国政府 の責任 で実施すべ きで

あって,援 助機 関は要請 を受 けて資 金面や 技

術面での支援を行うだけの存在であるとの立場

を一貫 して保持してきた.こ の点 は世界銀 行も

同じである.

第2に,日 本 の援助プロジェクトでは,途 上国

の住 民が身 体の安全 を保 障された中で直接 意

見を陳述する機会 が保 障されていない.つ まり,

環境アセスメント手続 きでは実質 的な参加 を保

障しておらず,評 価ミッションの 中で行う住民 と

の対話も途上 国政府 が紹 介した住 民を住民 代

表と見なして審査しており,さらに世界銀 行のよ

うな不服 申し立てのための機 関も存在 しない.

またフォローアップや事後評価 は,援 助実施機

関が実施 しても独立第 三者機 関が実施しても,

悪影 響 を受 ける途 上 国の住 民 の立 場を取 り入

れたものにはなっていない.結 果 的に住 民から

の意見や反 対は,主 張 の機 会がないために「存

在 しない 」ことになっているだけの可 能性 があ

る.

このように国民の側からの国 内の環境 アセスメ

ント制 度 の充実 の要 求が実 現できない状 況 で

は,国 内からの要 求によって対外援助 に対する

環境アセスメント制度を充実 させていくことは非

常 に困難 である.し かも充実 させ れば,途 上 国

側から二重 のダブルスタンダードを適用 してい

るとの批 判を受 けるというジレンマを抱 えること

になろう.つ まり,途 上国国 内の開発 プロジェク

トにおいて,途 上 国政府 が主導するものは途 上

国の環境 アセスメント法を適 用し,日 本 の援 助

資金を導入したものはより厳 しい環境 アセスメン

ト手続きを適 用す るというダブルスタンダードで

あり,次 に 日本国 内のプロジェクトには科学性も

民主性も十分保障されているとは云えない環境

アセスメント手 続きを適 用 する一方 で,対 外援

助 プロジェクトにはより厳 しい環境アセスメント手

続 きを要 求するというダブルスタンダー ドを適用

することになるのである.こ の結果,日 本 の援助

機 関は,い わば外圧 としてOECD理 事会で最

低 限要 求 され ている手続 き,多 国 間援助 機 関

で採 用 されているのと同程 度 の手続 きや 制度

のうち現 行 の援 助体 制の 中で受 入 可能 なもの

のみを取り入れている状況であると云える.

V.環 境保全型開発に向けた援助システム

の構築 一結びに代えて―

本稿 では,日 本の援 助プロジェクトに対する

環境 アセスメントがアメリカ援 助庁 や世 界銀 行

のそれ と比 較して,科 学性 や 民主性 を十 分 に

保 障す る手続 きとはなっていないことを明らか

にした.ま た環境アセスメントの実効性 を担保 す

る措 置 につ いても,日 本の援助 機 関では多 国

間援助機 関ほど統合的かつ戦略的な措 置を講

じてきていないことも明らかにした.そ してこれら

の要 因は,援 助機 関に実効的な環境アセスメン

トを行 わせ るインセンティヴを持 たせるような国

内及 び途 上国か らのチャネル が有効 に機 能 し

得 なかったことから解明してきた.

そこで環 境保全型 の開発 を行っていくために

は,援 助機 関の直面するインセンティヴ構造を

根本 的に改革する必要がある.具 体的 には,要

請 主義 を変更 し,環 境アセスメント実施 を途 上

国政 府 の責任 ではなく独 立の第三者機 関の実

施 とすることであり,また現在 の大規模 な経済イ

ンフラ中心 の支援を変更することである.
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しかしこのような解決 方法では,途 上国から二

重 のダブルスタンダ ードを適 用 しているとの批

判を招かれない.そ こで必要不 可欠となるのが,

日本の国内で環境 アセスメント制度を法制化し,

情報公 開を法制化 して実質的 な住民 参加 の機

会を確保することで,社 会 的な合意形 成 に基づ

いたプロジェクト形成 を行 う枠 組 みを早急 に確

立することである.このことは,長 期 的に見れ ば,

日本の国民や非政府組織 が 日本 の援助 プロジ

ェクトの決定過程 に意 見を陳述 するチャネルを

確立することに貢 献しうる.そ してその上で 日本

の開発政策 と環 境政策を転 換し,現 在まで行 っ

てきた 日本 の開発 方式,特 にその地域 開発 方

式を再検 討して新 たな開発 のモデル を提 示す

ることである.

ただし,この枠組 みの確 立が直ちに援助機 関

における環境 配慮体制 の強化や深 刻な環境破

壊 の防止 にっながるにっながるとは限 らない.

そこで,途 上 国の住民 が身 体の安 全を保 障 さ

れた 中で直接意 見陳 述を行 いうる機会 を確 保

することが必要 となる.し か しこのチ ャネルを具

体 的にどのように確立 していくべきか について

は,今 後 の検討 課題 である.

註
1)ア メリカ援助 庁 でも環 境 アセスメント手 続 きの導 入 当

初 は,実 行 面で有 効 に機 能 しなかった.こ れ はフィール

ドレベル の多くのスタッフが追加 的 なredtapeと 認 識 した

こと,本部 の環境 調整 官 の人 数も供 与される資金も少 な

かったため に事 業 の検 討 よりも影 響 緩 和措 置 にの み焦

点を 当てざるを得 なかった こと,そして援 助 受入 国 の環

境配 慮 の体 制も意 思も整 っていなかったことの3つ が主

要な原 因である(Horberly,1988;Ivory,1992).そ こで援

助受 入 国である途 上国 側 に環 境 立法 や 環境 アセスメン

ト法 の導 入 を要 求 す るとともに環境 管理 能 力 形 成 へ の

支援 プログラムを導入 した.
2)この背 景には

,日 本 の国 内で環 境アセスメントが法 制

化できなかったの に加 え,援 助 の手 続 きとして明 示的 に

導 入す れば必 要以 上 に援 助 システムを硬 直化,複 雑 化

させ るという懸念 があった(山 口,1983)こ とが挙 げられ

る.
3)援 助 供 与国 にとって は

,援 助 プ ロジェクトに伴 う途上

国の環 境破 壊 の防 止 と同時 に,住 民の反 対 運 動 等によ

る計 画 の遅れ や紛 争 の長 期化 による援 助 プロジェクトの

収 益性 低 下 を改 善 することが集眉 の課 題 となっていた.

環 境アセスメント手 続 きの導 入 はその改 善 に資す るもの

と期 待 され た.
4)ここで示 したの は

,1997年8月 以 降 の援 助 要請 に対

して適 用 され る第2版 のガイドラインである.1989年 に公

表 され た第1版 では,公 害,自 然 環 境,社 会環 境 に関

す る環 境 配慮 の判 断 基準 のみ が一般 的な形 で示 され

ていただけで,例 えば 具体 的 にどのような手 続 きに従 い,

どこに重 点を置くべきか につ いては全 く言 及 されていな

かった.

5)環 境影 響評 価 は
,実 際 には直接JICAが 実施 す るわ

けではない.JICAが 責任 を持 って実施 す る場 合 には,

ローカルコンサル タントをその能 力 を考慮 して選 定 し,

適 切 に実行 され るかどうかをモニター する.ま た環 境影

響 評価 を途 上 国政 府 が実行 す る場 合 には,JICAは 実

施 能力,ロ ーカル コストの有無,環 境 調 査実 施スケジュ

ー ル等 を確認 す る.

6}山 村
,1980で も環 境アセスメントを意 思決 定 過程 の

法 理 と規 定 し,環 境 アセスメント制 度を支 えるものとして

の科 学性(意 思 決 定過 程へ の合 理性 のル ール の導 入)

を強調 し,そ れを補完 し担保 す るものとしての民 主性

(行政 の意 思決 定過 程 の公 開と広 範な意 見 の聴 取)の

役 割を指摘 している.
7)援 助 機 関 の環 境 担 当のスタッフの数 は

,OECFで は6

名,JICAで は20名 強,世 界 銀行 では60名 強である.

そしてこのスタッフの一 部がプ ロジェクト審 査 時 に開発 担

当のスタッフに加 わって,審 査 ミッションを構 成 している.
8}世 界 銀 行でも1987年 に設 立 され た本 部 の環 境局 と

地域 事 務所 の地 域環 境 課 が,ス クリーニングや 最終 環

境 影 響 評価 報 告書 の検 討の 際 に,専 門的 な立場 からタ

スクマネー ジャー に環境 面 の助言 を与える役 割 を担 っ

ている.しかしアメリカ援 助 庁 と異 なり,地域 環 境課 は 実

施 され たスクリーニングやスコー ピングの結果 を再検 討

し,最 終 的な判 断を行 うことはできない.こ のため,例 え

ば環 境影 響 評価 についても,タスクマネージャーや途

上 国側 の実施 機 関 の裁 量 により,専 門的な立 場か らは

必 要とされるにもか かわらず 実施 されない可能 性もあ

る.
9)世 界 銀行 で行 うことを提 言 している累積 的 ・副次 的影

響 の評 価 とは,費 用 便 益分 析 の中 に累 積 的 ・副 次 的影

響 によって生 じる便 益や 費用 を含めることではなく,単

にその影響 を緩 和す るためのものであることに注意 す べ

きである.つ まり,累積 的 ・副次 的影 響 の評 価 はプロジェ
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クト選 択 の際にはほとんど反 映 されていない可 能性 が高

い.

10)影 響 の判 断 が微 妙 なプ ロジェクトに関 しては
,よ り重

大な影 響を持 つカテゴリー に区分 する例 が多いようで あ

る.この点 については,世 界銀 行 でも同 様である.
11)OECFで は

,将 来 的 には,借 入 国の実 施機 関が必要

に応 じて実施 する環境 対 策を客観 的 に評 価 ・監 視で き

る第三 者機 関の導入 を考 えているようである.
12)何 を持 って持って住 民 の意 見 とす るか は

,非 常にセ

ンシティヴな問題 である.まず 対象 となる住 民 の範 囲 に

関しては,プ ロジェクトサイトの一部 に限 定され がちであ

り,議論 となるものである.そして範 囲が確 定しても,従

来 はしばしば地 元の長 老の意 見 がその地 域 の住 民の

意 見を代 弁 するとされ てきたが,現 在で はこの 見方 は必

ず しも当てはまらないことが明らか となってきている.また

国レベル,国 際 的に活動 す る非 政府 組 織の意 見 が専

門家 として地元 住民 の大 半の意 見を代 弁 し場 合もあり

得るし,単 に自分たちの意 見 を述 べているだけの場 合も

ある.この意 味で,こ の論 点 は慎 重 にまたプロジェクトに

即して検討 す る必 要がある.
!3)環 境融 資約 款 の導入 の経緯 とその後 の進展 に関し

ては,AsianDevelopmentBank,1992を 参 照されたい.

14)具 体 的なコミットメントの内容 には
,例 えば次 のものが

含 まれる.新 たな立 法 の実施,規 制 の発 効,ADBの 環

境ガイドラインの遵 守,環 境 アセスメントな いし初 期環 境

検討 の実施,新 たな環境 部 局の設 立ないし既存 の部 局

の強化,環 境 に関す る訓練 の実施,排 出の削減 ・モニ

ター,政 策 の検討 と立案 及 び 実施,予 算配 分 の確保,

ADBへ の報 告.

15)この方法 は
,プ ログラム融 資 の場合 により効 果を発

揮す る.というのも,先 に実施 されたサブプロジェクトで

環境 面 での条件 を満たしていない と判 断 した場合 には,

他のサブプ ロジェクトに対す る融資 契約 はす べて延 期 さ

れるか 支 出が停止 されるからである.
16)アジア開発 銀行 では

,IMFの 調 整 融資 にお けるコン

ディショナ リティは次 の理 由でその実効 性 を損 なったとし

ている.先 進 国側 にも応 分 の負 担 を求 めるという途 上 国

側 の議 論 にほ とんど耳を貸 さず にIMFpa事 会 で一方 的

に条 件 を決 めた結 果途 上 国側 の反発 を招 き,最 終 的 に

は政治 的理 由か ら免 除条 項を頻繁 に利 用す るようにな

ったからである.

17)さらに
,一 部 の借 入 国 に対 しては金 利1%,満 期35―

40年 という非 常 に有利 な条件 で融 資 を行 うようにした.

この条件 は,円 借 款で の環 境 プロジェクトにおける環境

特 利の適 用 よりも有利 である.
18>世 界銀 行 は 同時 に合 意 しなけれ ばIDA適 格

,即 ち

無償 援 助や 技術 援 助を受ける権利 を剥 奪 するという制

裁 条 項 を用意 して作 成を促 進 した.こ の性 格 を反 映 して,

1995年8月 の時点 でNEAPの 作成 を終 えたのは,IDA

適 格 国 の47ヶ 国 に対 し,IBRD適 格 国 では16ヶ 国 にす

ぎなかった.
19>主 要な批 判 としては

,途 上 国 に作 成 できる機 関 が存

在 しないために外 国 のコンサルタント会 社任 せ になって

いるた め途 上 国 政 府 も国 民 もほ とん どコミットできな い

(鷲見,1994;Bernstein,1995),あ るい は提 案され る政 策

や 手 段,制 度 上 の整備 が必 ず しも十分 な環 境評 価 に基

づいてお らず選 択 基 準や 必要 性 が必 ず しも明確 で ない

(Larson,1994;LampiettiandSubramanian,1995)等 が挙

げられ る.
20)松 岡

,小 野,白 川,1996で は 日本 の環 境 プロジェク

トとして設 立され たタイ環境 研 究研 修 センター を取 り上

げ,そ れ がタイ側 の機 構 改 革 によって法 的根 拠 に基 づ

か ない モニタリングしかできなくなったこと,長 期 技術 研

修 がほ とんど行 われ ていないことから,環 境行 政 の強化

にあまり有効 に機 能 していないことを指 摘 している.

21)同 時 に環境 アセスメントの実効 性 を担 保す るために
,

援 助 受 入国 に環 境 立 法や 環境 アセスメント法 の導入 を

要求 し,また環境 管理 能 力形 成 へ の支 援 プログラムを

導入 したのであった.
22)アメリカでは情 報公 開 が法律 によって定 められ てお り

,

公 開 の例外 事 由をより厳 格 にし,非 公 開決 定 に対す る

裁 判 所 による救済 を強 化 したことにより,情 報公 開 の実

効 性 がより強化 され たとされ ている(松 井,1996),具 体

的には,国 家 機 密 に属 する情 報 であっても例外 事 由と

なる対象 情報 が限 定列 挙 され,例 外事 由となっている

記 述 に関しても他 の切 り離 し可能 な部分 の公 開 は明確

に義 務 づけられ てい る.また司法 審 査制 度 では,裁 判

所 が非 公開 で内容 の審 査を行 うことができ,裁 判 では

「始審 的 」即ち行 政機 関 の決 定 にかかわらず 公 開を求

め られている情報 が例 外事 由に該 当するかどうか を判

断 でき,しかも非 公 開決 定 に関する立 証責 任 は行 政機

関の側 にある等,行 政機 関 が恣意 的 に非 公 開決 定 をで

きないような 司法 的救 済制 度 が整備 され ている,
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図1 ODA Distribution By Sector, 1991/92
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表2対 外援助に対する環境配慮の進展プロセス

A.世 界の援助機関での環境配慮体制整備の進展
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アメリカで対外援助法改正。環境アセスメント実施を義務づけ

「世界銀行・地域開発銀行・経済開発環境政策手続き宣言」採択

アメリカで対外援助法再改正.環 境アセスメント手続きにスクリーニングを導入

EC理 事会「環境アセスメントに関する理事会命令」発表

OECD「 開発援助プロジェクト及びプログラムに係る環境アセスメントに関するOECD理 事会

勧告」発表

OECD「 開発援助プロジェクト及びプログラムに係る環境アセスメントの促進に必要な施策に

関する理事会勧告」発表

UNEP「 環境アセスメントの目標と原則」発表.途 上国国内及び国際協力での環境アセスメント

制度の発展を奨励

アジア開発銀行が環境課を設置(1990年 環境事務局に発展強化)

世界銀行が本部に環境局を,4つ の地域事務所に地域環境課を設置

OECD「 二国間及び多国間援助機関におけるハイレベルの意思決定者用の環境チェックリストに

関するOECD理 事会勧告」発表

アメリカで国際開発 ・財政法改正.多 国間援助機関に対し融資決定の120日 前までに

環境影響評価書を作成し,理事会に提出することを要求

世界銀行 「環境アセスメントに関する業務指令(OD4.00)」 導入

世界銀行 「非 自発的移住に関する業務指令(OD4.30)」 導入

OECD「 開発プロジェクトに伴う非 自発的移転及び再定住に関する援助機関のための

ガイドライン」発表

OECD「 環境アセスメント実施のための好事例集」発表

OECD「 国別環境調査及び戦略のための好事例集」発表

世界銀行「先住民に関する業務指令(OD4.20)」 導入

世界銀行「環境アセスメントに関する業務指令」改正,OD4.01と して再導入

カナダ「カナダ環境アセスメント法」制定.対 外援助への適用を義務づけ

アジア開発銀行「アジア開発銀行の環境アセスメント要件と環境審査手続き」公表

OECD「 防災に関する援助機関のためのガイドライン」発表

世界銀行「調査パネルに関する業務手続き」発表

B.日 本の援助機関での環境配慮体制整備の進展

1989

1991

1992

1993

1995

JICA環 境室設置

OECF「 環境配慮のためのOECFガ イドライン」第1版 公表

OECF「 国別環境プロファイル」作成開始

JICA「開発調査環境配慮ガイドライン」を20の事業分野について公表

JICA環 境室を女性 ・環境課に組織強化

OECF環 境社会開発課を設置

JICA「国別環境情報整備調査計画書」発行開始

OECF「 環境配慮のためのOECFガ イドライン」第2版公表
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図20ECFの 環境配慮の開発事業への統合手続 き
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図3JICAの 開発 調査環境配慮 ガイ ドライ ン

事業案件の

発掘

圃

1途 上国からの開発調査要請 卜

― 予備的ス菱リーニ ング1
―

(代替 の検討)ぐ

重大な影響なし

(TypeC)

影響有 り

(TyeB)

重大な影響有り

(TypeA)

予備的調査

圃
初期環境

評価

全面的

調査

魎

環境専門家

ス コー ピングの ドラフ ト作 成 ぐ 一9選 定

受入国のEIAガ イ ドラインの検討

予備的スクリーニングの結果の検討

IEE実 の ス コー

ピ ン グの 必 要 な し
IEE実 施 のス コー ピング

IEE報 告書に基づ くEIS実 施 の

必要性 の検討

ス麓
なン四 ← ―T一 ― レ不翻

詳細な環境調査

影響 和措置

環境管理計画
最終EIS報 告書

提案 プロジェク トに対する円借款供与の要請
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表2日 本,ア メリカの援助機 関及 び世界銀行 における環境配慮 の比較

OECF,JICA USAID WorldBank

環 ? 環境 アセスメント報告 書のドラフト環境 アセスメント報 告書 のド

代替案の検討 (予備 的スクリーニング時に 作成時に検討 ラフト作成時に検討

科 併せて検討) 比較検討結果の分析根拠の提 比較検討結果の分析根拠

境 示を義務づけ の提示の義務 づけなし

実施責任は途上国 実施責任も実施主体も事業の発 実施責任は途上国

環境アセスメント実施主 体はJICAが 選 定し 案者,即 ち援助庁地域事務 実施主体は世界銀行が選

ア 学 手続きの実施主 たコンサル タントないし途 所,受 入国の事業機 関と民間 定 したコンサルタントか途

体及び適切さの 上国の事業担当機関 地域事務所の環境専門官が初 上国の 事業担当機関

判断主体 期 環境 調 査及 びスコーピング 地域事務所の環境課は調

結果 を検 討,適 切 さを判 断 査審査に協力するのみ
セ

累積的影響への特別な配慮 累積的環境影響への配慮手続 累積的環境影響への配慮
性

評価対象の 規定なし き及び金融機関を通じた事業 手続きを,別 途明 文規定

範囲 社会環境配慮のためのガイ の評価手続きを明文規定 金融機関を通じた事業の評
ス

ドラインもない 環境を社会環境を含むものと 価 方 法 はSourcebook掲 載

捉 える 社会環境配慮の業務指令

非自発的移転を伴う場合に途上国国内の関心を持つ機関 途 上国の受入 担 当機 関,他

メ プロセスへの は,影 響を受ける人々 途上国の政府及び関心を持っ 省庁

参加範囲 公的 ・民間機関 の代表 影 響 を受 けるコミュニティ及

援助庁以外アメリカ政府機関 び現地の非政府組織

ン 民 影響を受ける外国政府

スクリー ニン グプ ロセ ス に は スクリーニングプロセスには参加 スクリー ニ ングプ ロセ ス に は

参加 できず.し かも除 外項 できず.し かも除外項 目変更時 参加できず.た だし除外項

ト プロセスへの 目変更時の手続きなし の手続きなし 目の 変 更時 には,国 内 で

主 参加形態 アセスメントプ ロセスへ の参 環境 アセスメントのスコー ピング 公聴会を開催し国民の意

加手続きは明文規定され 検討 時,ド ラフト公 表 直後に意 見を聴取

手
ず.環 境 保全 目標 設定 時 見を陳述. 環 境 ア セス メン トの スコー ピ

に意見 を述べ ることができ ング検 討 時,ド ラフト公 表

るのみ 直後に意見を陳述
性 A種 プ ロジェクトについては 途上 国 の政府 に一 般 の人 々へ A種 プロジェクトについては

続 OECFへ の提出が要件 の公 開を求 める 世界銀行への提出が要件

情報の公開 途上国の一般の人 々への公 途上国政府責任で公共の

開が望ましいとする 場所での影響を受ける
き 人々への公開を要求

独立調査パネルで手続き上

不服審査制度 なし ? の蝦 疵 を調 査.結 果 を理

担 事会決 定に反 映させ ること

が可能

保 要 請べ 一スで環 境 インフラ 国家環境行動計画の作成を

措 途上国の環境 へ資金 援助 .統 合 的戦 略 要求す る見返りとして環 墳

管理能力強化 なし ? インフラや環境制度構築
置 への支援 制度構築支援は,環境研修 のための 資 金と技 術を提

センターの設立が 中心 供
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図4ア メ リカ援助庁 にお けるイ ンセ ンテ ィヴ構造

利害関係者の

参加 途上国の非政府組織

―途上国廟 企剰

途上国の国民及び影響を受ける住民
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図5世 界銀行 にお けるイ ンセ ンティヴ構造
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図6日 本 の援助機 関におけるイ ンセ ンティヴ構造

利害関係者の

参加

途上国扇 企業

政府組織

護団体

途上国の非政府組織

途上国の国民及び影響を受ける住民
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